
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象労働者 支給額※１ 支給対象期間 

 ９０万円 

（第１期：３０万円、第２期：３０万円、 

第３期３０万円） 

 

１年６か月 

 

上記の短時間労働者※２ 

の場合 

４２万円 

（第１期：２１万円、第２期：２１万円） 

 

精神障害者 

重度以外の知的障害者 

４２万円 

（第１期：２１万円、第２期２１万円） 

 

 

 

 

 

 

対象となる事業主対象となる事業主対象となる事業主対象となる事業主    

支給支給支給支給対象期間及び支給額対象期間及び支給額対象期間及び支給額対象期間及び支給額 

※１ 支給対象期間を６か月ごとに区分した期間を支給対象期（第１期、第２期、第３期）として、支給

対象期ごとに支給します。 

※２ 短時間労働者とは、１週間の労働時間が２０時間以上３０時間未満の雇用保険の一般被保険者をい

います。 

支給対象期間は、特定求職者雇用開発助成金の支給が終了した月の翌月から起算しま

す。なお、給与の支払をしなかった月が２月以上ある場合は、申請できません。 

茨木市障害者雇用奨励金制度 

茨木市内に住所を有する重度身体障害者、重度知的障害者、知的障害者、精神障害

者を雇用保険の一般被保険者として雇用しており、特定求職者雇用開発助成金を受

給した、従業員数が３００人以下の事業主の方 

※ただし、令和６年４月１日以降に支給対象期（第１期）の初日が到来する申請について

は、市外に事業所を置く障害者雇用促進法第 44 条及び第 45 条の適用を受ける特例子

会社等を除きます 

重度身体障害者 

重度知的障害者 

（令和６年４月１日改正版） 

１年 

１年 

 

新たに障害者の 

雇い入れを考えてい

る事業主の皆さま 茨木市では、障害者を雇用 

した事業主に対して、 

奨励金を支給する制度を 

設けています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各支給対象期が終了した月の翌月から 3333 か月以内か月以内か月以内か月以内に茨木市商工労政課に申請 

申請期間申請期間申請期間申請期間 

申請申請申請申請手続きの手続きの手続きの手続きの例例例例    

 

    

    茨木市産業環境部商工労政課茨木市産業環境部商工労政課茨木市産業環境部商工労政課茨木市産業環境部商工労政課    

 〒567-8505 茨木市駅前三丁目８番１３号 茨木市役所本館７階 

 電話：０７２－６２０－１６２０  FAX：０７２－６２７－０２８９ 

 E-mail：syokorosei@city.ibaraki.lg.jp 

 

 

 

申請書類申請書類申請書類申請書類 

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 

特
定
求
職
者 

雇
用
開
発 

助
成
金
終
了 

起
算
日 

対象労働者：重度身体障害者の場合 

申請期間（第 1 期） 

10／1～12／31 

雇
入
れ
日 

3 年後 

3/31 

３か月 

申請期間（第２期） 

4／１～6／30 

３か月 

（第 3 期） 
支給対象期 

３か月 

9/30 

申請期間（第３期） 

10／１～12／３１ 

4/1 3/31 4/1 9/30 

支給対象期 

（第１期） 
（第２期） 
支給対象期 

茨木市 障害者雇用 検索 

 ホームページもご覧ください 
※ 必要に応じて、総勘定元帳等の提出を求める場合があります。 

各申請時には次の書類を揃えて茨木市商工労政課に提出してください。 

① 茨木市障害者雇用奨励金支給申請書（★） 

② 茨木市障害者雇用奨励金支給要件確認書（★） 

③ 給与支払書（★） 

（給与の支払をしなかった月が２月以上ある場合は申請できません。） 

④出勤簿、賃金台帳の写し（申請する支給対象期に対するもの） 

⑤事業所台帳全記録照会（☆） 

⑥特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書（最終期分）の写し 

⑦誓約書（★） 

  ★①～③、⑦は、市ホームページからダウンロードできます。 

  ☆⑤は、管轄のハローワークに「雇用保険適用事業所情報提供請求書」

を提出し、取得してください。（雇用保険適用事業所が複数ある場合は

すべての事業所分が必要です。） 

 

 

※申請期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで 


